一時保育（緊急保育）利用料補助についてのご案内

令和７年度より保護者の経済的負担を軽減することを目的として、一時保育（緊急保育）を利用している児童の保護者に対し、その利用料（保育料）の一部を補助します。


１．対象者及び負担軽減上限額
	対象世帯
	補助上限額
（児童一人当たり）

	①　生活保護世帯
	日額　３,０００円

	②　市民税非課税世帯
	日額　２,４００円

	③　市民税所得割合算額が77,101円未満世帯
	日額　２,１００円

	④　その他の支援が必要と認められる世帯
	日額　１,５００円


※山形市内に住所を有し、認可保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育事業所・認可外保育施設に在籍していない児童の保護者が対象です。
※対象児童が無償化対象児（保育の必要性のある３歳以上児または３歳未満児の非課税世帯）の場合は、補助対象外です。
※食材料費等、保育料以外の利用料（実費負担分）は補助対象外です。


２．補助対象となる期間
　令和8年4月1日（水）～令和9年3月31日（水）

３．補助対象施設
	つばさ保育園
	あたご保育園
	さくら保育園
	ほほえみ保育園

	たんぽぽ保育園
	マリアこまくさ保育園
	とちの実保育園
	飯塚はらっぱ保育園

	はやぶさ保育園
	しらかば保育園
	大谷保育園
	ドレミ保育園

	星幼育園
	認定こども園つくも保育園
	みどりのもりこども園
	アスクみはらしの丘こども園

	諏訪の杜保育園
	ひまわりこども園
	金井こども園
	べにばなこども園

	認定こども園杉の子
	出羽こども園
	キンダー南館こども園
	キンダーこども園

	南沼原ひまわり幼保園
	こども園ちとせ
	こども園ののはな
	木の実こども園

	木の実西部こども園
	木の実北こども園
	蔵王めぐみこども園
	松波大谷幼稚園

	嶋こども園
	出羽大谷幼稚園
	大谷幼稚園
	さくらんぼ幼稚園


※認可外施設は補助対象外です。


３．申請方法
　利用児童の保護者が一時保育（緊急保育）利用料を施設へ全額支払った後、市へ領収書（※）を添付のうえ申請書類を提出してください。
（※）申請時に必要になりますので、必ず保管しておいてください。

４．申請受付期間
　令和8年4月1日～令和９年3月12日
（3月13日以降に利用した分の申請は4月中旬ごろまで可能です。具体的な提出時期については担当までご相談ください。）


４．申請受付後のスケジュール
　　申請を受理した月の翌月上旬に、「交付決定通知」または「不交付決定通知」を送付します。
なお、「交付決定通知」が届いた方には、通知の発送後1か月以内に、指定の口座へ補助金額を振り込みます。
（例）5月に申請した場合
6月上旬に「交付決定通知」が届き、7月上旬までに補助金額が振り込まれます。


[bookmark: _Hlk212732012]５．提出書類
　・交付申請書
　・利用料支払時に施設が発行した領収書
　・振込口座情報がわかる書類の写し（通帳の口座名義等記載部分など）
　・各世帯に応じた添付文書
	世帯の状況
	添付書類

	①　生活保護世帯
	生活保護受給証明書の写し

	②　市民税非課税世帯
	当該年（４月から８月に申請する場合は前年）１月１日に山形市に住民票が無い方は、同日に住民票があった市町村が発行する課税証明書を添付してください。

	③　市民税所得割合算額が77,101円未満世帯
	

	④ひとり親家庭である　又は係争中である
	戸籍全部記載事項証明書（離婚記載等があるもの）または
係争中であることの証明の写し




問い合わせ先
山形市役所　保育育成課　認定係
Tel.023-641-1212（内線460）


